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１ はじめに                                                                            

彦根市が発注する建設工事の入札等に参加を希望される方は、「滋賀県市町競争入札参加資格審

査申請マニュアル」に基づくほか、以下の内容にご留意いただき申請手続きを行ってください。 

 

 

２ 申請対象者                                                                   

令和 9 年度に彦根市が発注する建設工事の競争入札等に参加を希望するすべての方 

 

 

３ 地域区分および資格の有効期間                                                  

地域区分によって資格有効期間が異なりますので、ご注意ください。 

地域区分 詳細 有効期間 

市内本店業者 彦根市内の本店で登録を希望される方 令和 9 年 5 月 1 日から 

令和 10 年 4 月 30 日まで 

の 1 年間 準市内業者 
彦根市内の営業所等を受任者として登録を

希望される方 

県内業者 

・彦根市を除く滋賀県内の本店で登録を希望

される方 

・彦根市を除く滋賀県内の営業所等を受任者

として登録を希望される方 

令和 9 年 5 月 1 日から 

令和 11 年 4 月 30 日までの

2 年間 

県外業者 

・滋賀県外の本店で登録を希望される方 

・滋賀県外の営業所等を受任者として登録を

希望される方 

 

 

４ 審査基準日                                                                      

直前決算日  

※ 格付にかかる審査の基準日については別の日となる場合もあります。 

 

 

５ 入札参加資格要件                                                                 

審査基準日において、次の要件をすべて満たしていることが必要です。 

(1) 競争入札等に係る契約を締結する能力を有しない者でないこと、および破産者で復権を得ない
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者でないこと。  

 

(2) 経営状況が著しく不健全であると認められる者でないこと。  

 

(3) 次のいずれかに該当する者でないこと。  

(ｱ) 役員等（競争入札に参加しようとする者が個人である場合にはその者を、法人である場合には

その役員をいい、当該競争入札に参加しようとする者から市との取引上の一切の権限を委任さ

れた代理人を含む。以下「役員等」という。）が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法

律（平成 3 年法律第 77 号）第 2 条第 6 号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）で

あると認められる者  

(ｲ) 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2 条第 2 号に規定する暴力団

をいう。以下「暴力団」という。）または暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる者  

(ｳ) 役員等が、自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える

目的をもつて、暴力団または暴力団員を利用するなどしたと認められる者  

(ｴ) 役員等が、暴力団または暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなど直接

的または積極的に暴力団の維持または運営に協力し、または関与していると認められる者  

(ｵ) 役員等が、暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる

者  

 

(4) 以下に定める届出の義務を履行していない者（当該届出の義務がない者を除く。）でないこと。 

(ｱ) 健康保険法（大正 11 年法律第 70 号）第 48 条の規定による届出の義務  

(ｲ) 厚生年金保険法（昭和 29 年法律第 115 号）第 27 条の規定による届出の義務  

(ｳ) 雇用保険法（昭和 49 年法律第 116 号）第 7 条の規定による届出の義務  

 

(5) 建設業法（昭和 24 年法律第 100 号）第 3 条第 1 項の規定による許可を受けている建設業

者で、参加希望工事に対応する許可業種について、審査基準日において許可を取得していること。

支店、営業所等で登録を申請する場合は、当該支店、営業所等で許可を受けていること。  

 

(6) 参加希望工事に対応する許可業種について、建設業法第 27 条の 23 に規定する経営事項審

査を受けており、かつ、同法第 27 条の 29 に規定する総合評定値に係る通知の請求を行っている

こと。（ただし、申請時に通知を受けていること。） 

 

(7) 国税および地方税を完納していること。 
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(8) 建設業退職金共済制度または中小企業退職金共済制度に加入していること。 

 

(9) 労働者災害補償保険法および雇用保険法の規定により当該保険に加入が義務付けられている

者については、これに加入していること。 

 

 

６ 市内の支店・営業所等（準市内）の登録要件                                        

彦根市内の営業所等（準市内）で申請をされる場合は、上記 5 の要件に加え、下記の要件を満たす

必要があります。提出書類等で要件の確認ができない場合は「市外業者」としての登録となります。また、

適宜現地調査を行い、登録要件の遵守状況を確認させていただくことがあります。 

 

(1) 営業所等について、独立した事務所機能があり、事務ができる設備（机、椅子、複写機等の事務

用機器および電話、ファクシミリ等の通信用機器）が設置されていること。また、事務所の所在を明

らかにするため、看板、表札等が設置されていること。 

(2) 事務所に常駐職員（管理責任者および専任技術者を含む。）が配置されていること。 

※ 常駐とは、週 30 時間以上営業所等に勤務していること。 

(3) 営業所等の長が、代表者から委任を受け、市長と直接的に契約を締結できること。 

(4) 法令により、技術者の配置が必要とされる業種にあっては、１人以上の技術者の配置がされてい

ること。 

   

 

７ 参加希望工事種別                                                              

(1) 彦根市では、建設業法の 29 業種に応じた希望工事種別となっており、最大 2 業種まで登録でき

ます。 

(2) 参加を希望する建設工事の種類ごとに建設業の許可および経営事項審査を受けている必要があ

ります。  

(3) 支店・営業所等で入札参加を希望される場合は、その支店・営業所等で希望する工事部門の建設

業の許可を有している必要があります 

(4) 舗装工事を希望される場合は、舗装施工管理技術者（1 級、2 級は不問）の資格を有す 

る常勤技術者が１名以上在籍していることが条件となります。 
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 【希望工事種別一覧】 

土木一式工事 鋼構造物工事 熱絶縁工事 

建築一式工事 鉄筋工事 電気通信工事 

大工工事 舗装工事 造園工事 

左官工事 しゅんせつ工事 さく井工事 

と び ・ 土 工 ・ コ ン ク リ ー ト 工 事 板金工事 建具工事 

石工事 ガラス工事 水道施設工事 

屋根工事 塗装工事 消防施設工事 

電気工事 防水工事 清掃施設工事 

管工事 内装仕上工事 解体工事 

タ イ ル ・ れ ん が ・ ブ ロ ッ ク 工 事 機械器具設置工事  

 

 

８ 格付区分                                                                         

彦根市では、市内業者（市内本店、準市内）について、次の工事種別に格付区分を設けています。 

格付の基準は、末尾の別表のとおりです。 

詳しくは、「彦根市建設工事入札参加者の格付および選定基準要領」をご覧ください。 

 【格付を行う工事種別】 

土木一式工事、建築一式工事、電気工事、管工事、舗装工事、造園工事、水道施設工事 

 

 

９ 技術職員の取扱いについて                                                         

彦根市では、技術職員 1 人につき、登録できる参加希望種別の数 に制限を設けていません。 

その他の取扱いは「滋賀県市町競争入札参加資格審査申請マニュアル」の共通事項のとおりです。 

 

 

10 年度途中の随時受付及び希望業種の追加・変更                                       

年度途中における入札参加資格審査申請の随時受付は行いません。 

また、年度途中における委任先、入札参加希望業種の追加、変更は認めませんが、削除、取下げは認

めます。 
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11 電子申請に当たっての留意事項                                                 

(1) 経審情報  

滋賀県に提出する経営事項審査の「総合評定値通知書の写し」に記載されている事項のうち、参

加希望工事種別に係る総合評定値Ｐ・完成工事高平均・評点Ｘ1・Ｚおよび共通の評点Ｘ2・Ｙ・Ｗを入

力してください。 

彦根市内の本店で登録をする方については、次のいずれかに該当する場合は、指定する項目も併

せて入力してください。 

(ｱ) 希望業種が土木一式工事の場合 

とび・土工・コンクリート工事に係る完成工事高平均および評点Ｘ1 

(ｲ) 希望業種が建築一式工事の場合 

          大工工事に係る完成工事高平均および評点Ｘ1 

 

(2) 彦根市個別情報登録(工事)  

① 業者番号 

彦根市の業者番号（6 桁）を入力してください。業者番号は、彦根市ホームページ「入札参加

資格者名簿」に掲載しています。はじめて彦根市に申請される場合は、「０（ゼロ）」を 1 桁入力し

てください。 

 

② １級舗装施工管理技術者の人数、2 級舗装施工管理技術者の人数 

舗装工事を希望する場合は、必ず「１級舗装施工管理技術者の人数」、「2 級舗装施工管理技

術者の人数」を入力してください。いずれかに 1 名以上の技術者がいない場合は登録できませ

ん。 

 

③ 路面標示施工技能士の人数 

塗装工事のうち、路面標示を希望する場合は、「路面標示施工技能士の人数」を入力してくだ

さい。1 名以上の技術者がいない場合は該当工事において指名しません。 

 

④ 発注者別評価事項（ＩＳＯ9001 の取得～彦根市消防団員である従業員有無） 

格付に使用しますので、市内本店業者のみ入力してください。 

発注者別評価事項の申請方法・要件等については「10 発注者別評価事項の要件（市内本

店業者のみ対象）」を参照してください。 
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12 発注者別評価事項の要件【市内本店業者のみ対象】                                

(1) ＩＳＯ認証取得（ＩＳＯ9001、ＩＳＯ14001）  

・申請方法・要件等は、「滋賀県市町入札参加資格審査申請マニュアル」の共通事項のとおり 

・加算点数：ＩＳＯ9001 (8 点)、ＩＳＯ14001 (8 点) 

 

(2) エコアクション 21、ＫＥＳの認証・登録  

・申請方法・要件等は、「滋賀県市町入札参加資格審査申請マニュアル」の共通事項のとおり 

・加算点数：エコアクション 21 (5 点)、ＫＥＳ (5 点) 

 

(3) 障害者雇用  

・申請方法・要件等は、「滋賀県市町入札参加資格審査申請マニュアル」の共通事項のとおり 

・加算点数：1 人雇用の場合 (2 点)、2 人以上雇用の場合 (4 点) 

 

(4) 防災協定等の締結  

・申請方法は「滋賀県市町入札参加資格審査申請マニュアル」の共通事項のとおり 

・要件等は次のとおり 

(ｱ) 締結の相手方が彦根市であること。 

(ｲ) 申請日以前に締結し、申請日において引き続き締結していること。 

(ｳ) 社団法人等(建設業協会等の団体)が防災協定を締結している場合は、申請日以前の

当該団体に加盟し、申請日において引き続き締結していること。 

(ｴ) 彦根市内の活動が協定の対象となっていること。 

・加算点数 (5 点) 

 

(5) 人権研修  

・申請方法は「滋賀県市町入札参加資格審査申請マニュアル」の共通事項のとおり 

・要件等は次のとおり 

(ｱ) 事業主または雇用している者が、審査基準日の直前 1 年間に彦根市または滋賀県主

催の人権に関する研修会に参加したこと 

(ｲ) 対象とする研修は、(10)に該当するものを除く、彦根市・彦根市教育委員会・滋賀県・

滋賀県教育委員会主催の研修および彦根市内で開催される人権のまちづくり懇談会 

・加算点数 (3 点) 
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(6) 保護観察対象者等の就労支援  

・申請方法・要件等は、「滋賀県市町入札参加資格審査申請マニュアル」の共通事項のとおり 

・加算点数：協力雇用主の登録 (3 点)、保護観察対象者等の雇用 (6 点) 

 

(7) 女性技術者の雇用  

・申請方法・要件等は、「滋賀県市町入札参加資格審査申請マニュアル」の共通事項のとおり 

・加算点数：1 人の雇用につき (2 点)、最大 3 人雇用まで (6 点) 

 

(8) 彦根市消防団員の雇用または消防団協力事業所認定  

・団員の要件については、「滋賀県市町入札参加資格審査申請マニュアル」の共通事項のとおり。 

・彦根市消防本部消防総務課を通じて、消防団協力事業所認定および団員数の確認を行いますの

で、消防団員証の写しや消防団員任命状況確認書等の確認書類の提出は不要です。 

・彦根市消防本部消防総務課から、消防団員である従業員の方に対し、個人情報等を入札参加資

格審査に利用することについて、同意等を求められる場合(同意書へのサイン等)があります。 

・要件等は次のとおり 

資格の審査の申請をする日の属する年度の 1 月 1 日において以下のいずれかに該当す

る場合(2 項目を重複して加点することはありません。)。 

(ｱ) 消防団に入団している者を雇用している。 

(ｲ) 消防団協力事業所の認定を受けている。 

・加算点数：消防団員 1 名を雇用 (5 点) 

消防団協力事業所の認定 (5 点) 

  消防団員 2 名を雇用 (10 点) 

※該当する項目が複数ある場合は、一番点数の高い項目で加算 

 

(9) 入札参加停止措置  

・提出書類やシステムへの入力の必要はありません。 

・要件等は次のとおり 

資格の審査の申請をする日の属する年度の 1 月 1 日の直前 1 年間において彦根市が

行った彦根市入札参加停止措置に関する要綱(令和元年彦根市告示第 104 号)に基づく

入札参加停止措置を受けた場合 

・加算点数：入札参加停止措置期間に応じて次のとおり 
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入札参加停止措置期間 点数 

1 月未満 － 5 点 

1 月以上  2 月未満 －10 点 

2 月以上  3 月未満 －20 点 

3 月以上  6 月未満 －30 点 

6 月以上  12 月未満 －50 点 

12 月以上 －70 点 

 

(10) 男女共同参画に関するもの  

・彦根市企画課女性活躍推進室を通じて確認を行いますので、提出書類やシステムへの入力の必

要はありません。 

・彦根市企画課女性活躍推進室から、講座等の受講者の方に対し、個人情報等を入札参加資格審

査に利用することについて、同意等を求められる場合(同意書へのサイン等)があります。 

・要件等は次のとおり 

資格の審査の申請をする日の属する年度の 1 月 1 日の直前 1 年間において以下のような取組

をした場合 

(ｱ) 彦根市男女共同参画センター主催のセミナーに参加した場合 

(ｲ) 彦根市の出前講座を活用し、研修会等を開催した場合 

(ｳ) 彦根市男女共同参画地域推進員が実施する講座に参加した場合 

・加算点数：(3 点) 

 

(11) 工事成績  

・提出書類やシステムへの入力の必要はありません。 

・対象工事は、彦根市が発注する工事のうち次の全てに該当するもの 

(ｱ) 格付を実施する工種 

(ｲ) 当初請負金額 500 万円以上の工事 

(ｳ) 工事成績評定を行った工事 

(ｴ) 資格の審査の申請をする日の属する年度の 1 月 1 日の直前 4 年間の間にしゅん工

検査が終了している工事 

・加算点数：次の計算式のとおり  (直前 4 年間の評定点の平均値－65)×5 

13 その他                                                                         

(1) 受付担当職員が、申請者個別の希望に沿うように申請内容について指導することはありません。
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申請者の責任により作成・入力し、申請してください。 

 

(2) 複数の申請はできません。例えば、複数の営業所に委託することや、営業所へ委任した場合に営

業所と本店で同時に申請すること等はできません。 

 

(3) 申請内容および添付書類について、重要な事実に係る虚偽の申請等があった場合は、入札参加

停止または入札参加資格の取消し等の措置を執ることがあります。 

 

(4) 有資格者名簿の公表 

申請に基づき作成した「入札参加有資格者名簿」は、申請対象年度の 5 月 1 日より彦根市ホー

ムページにおいて公表します。公表内容は、商号または名称、代表者職・氏名、所在地、（建設業）許

可区分・格付区分、および希望工種です。 

なお、審査完了・登録完了等の通知は行いませんのでご了承ください。 

 

(5) 電子入札について 

契約監理室が公告、発注する建設工事の入札に参加しようとする場合は、電子入札システムへ

の登録が別途必要です。新規の方、または登録がお済みでない方は、電子入札の登録をしてくださ

い。電子入札システムに利用者登録のない場合は、原則として入札に参加できません。 

なお、紙入札での対応は、入札参加者のＩＣカードの再発行や再取得の申請中、使用するパソコ

ンの故障等特段の事情がある場合に限られますので、ご留意願います。 

 

 

 

  

お問い合わせ先 
 彦根市 総務部 契約監理室 

電話：０７４９－３０－６１１０（直通） 

ＦＡＸ：０７４９－２２－１３９７（直通） 

※電話および窓口の受付は、平日の午前 9 時から午後 4 時 45 分まで 
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別表 

建設工事の格付区分 

 

■有資格技術者と格付区分 （監理＝監理技術資格者）

土木一式工事

区分 審査事項評点数 １級 ２級 その他 監理
５人以上 ３人以上
４人以上 １人以上 ３人以上
３人以上 ２人以上 ３人以上
３人以上
２人以上 １人以上
１人以上 ２人以上

３人以上
Ｃ ２人以上

１人以上 １人以上
２人以上

２人以上
１人以上 １人以上

２人以上
１人以上

１人以上

建築一式工事

区分 審査事項評点数 １級 ２級 その他 監理
２人以上
１人以上 １人以上

２人以上
１人以上

１人以上

電気工事

区分 審査事項評点数 １級 ２級 その他 監理
２人以上
１人以上 １人以上

２人以上
１人以上

１人以上

管工事

区分 審査事項評点数 １級 ２級 その他 監理
２人以上
１人以上 １人以上

２人以上
１人以上

１人以上

舗装工事

区分 審査事項評点数 １級 ２級 その他 監理
２人以上
１人以上 １人以上

２人以上
１人以上

１人以上

※　上記に加え、舗装施工管理技術者が技術職員のうちに１名以上いることを格付の要件とします。

造園工事

区分 審査事項評点数 １級 ２級 その他 監理
２人以上
１人以上 １人以上

２人以上
１人以上

１人以上

水道施設工事

区分 審査事項評点数 １級 ２級 その他 監理
２人以上
１人以上 １人以上

２人以上
１人以上

１人以上

各業種とも、１級、２級、監理技術資格者証保有者数の人数の組合せにより格付を行っています。

Ｂ ７３０未満

Ａ

Ｂ

Ｅ

７３０未満

Ａ ７３０以上

Ｂ ７３０未満

Ａ ７３０以上

Ａ

Ａ

Ｂ

Ａ ７３０以上

Ｄ

８８０以上

７８０以上

７００以上

６００以上

６００未満

７３０以上

７３０未満

７３０以上

Ｂ ７３０未満

７３０以上

Ｂ ７３０未満

Ｂ

Ａ


